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原
子
力
発
電
施
設
等
の
テ
ロ
対
策
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
を
受
け
て
稼
働
を
停
止
し
て
い
た
原
子
力
発
電
所
の
再
稼
働
が
着
々
と
進
め
ら
れ

て
い
る
。
一
方
で
、
廃
炉
が
決
定
さ
れ
た
原
子
炉
の
廃
炉
作
業
は
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
。

そ
う
し
た
中
で
、
北
朝
鮮
は
日
本
海
に
向
け
て
断
続
的
に
ミ
サ
イ
ル
発
射
実
験
を
行
い
、
我
が
国
の
平
和
と
安
全
、
国
民
の

安
心
・
安
全
に
対
す
る
脅
威
は
一
層
増
し
て
い
る
。
日
本
海
側
に
は
廃
炉
が
決
定
し
て
い
る
も
の
も
含
め
て
八
つ
の
原
子
力
発

電
所
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
全
て
が
そ
の
射
程
に
収
ま
っ
て
い
る
。
北
朝
鮮
に
よ
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
実
験
を
受
け
て
、
政
府
は
ミ

サ
イ
ル
発
射
時
の
住
民
避
難
訓
練
を
日
本
海
側
の
一
部
の
地
域
に
お
い
て
、
関
係
地
方
公
共
団
体
と
連
携
し
つ
つ
実
施
し
て
い

る
が
、
原
子
力
発
電
施
設
等
へ
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
を
想
定
し
た
避
難
訓
練
等
が
行
わ
れ
た
と
の
情
報
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
。

ま
た
、
政
府
に
お
い
て
は
、
共
謀
罪
を
新
設
す
る
た
め
の
組
織
犯
罪
処
罰
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
国
会
に
提
出

し
、
そ
の
成
立
を
強
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
同
法
案
は
テ
ロ
対
策
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
昨
今
の
テ
ロ
を
巡
る
情
勢
や
こ
れ
ま
で
の
北
朝
鮮
工
作
員
に
よ
る
テ
ロ
活
動
を
考
え
れ
ば
、
原
子
力
発
電
施
設
等
を
標
的

と
し
た
テ
ロ
攻
撃
は
非
現
実
的
な
も
の
で
も
想
定
外
の
も
の
で
も
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

原
子
力
発
電
施
設
等
は
、
そ
れ
が
あ
る
こ
と
自
体
が
我
が
国
の
国
防
・
安
全
保
障
に
と
っ
て
大
い
な
る
脅
威
と
な
り
う
る
も

一



の
で
あ
り
、
我
が
国
に
設
置
さ
れ
た
全
て
の
原
子
力
発
電
施
設
等
の
廃
止
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
攻
撃
や
被
害
の
想
定
、
十
分

な
対
応
策
等
を
備
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

原
子
力
発
電
施
設
等
へ
の
テ
ロ
攻
撃
に
対
す
る
政
府
の
想
定
如
何
。
ま
た
、
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
に
対
す
る
想
定
如
何
。

二

原
子
力
発
電
施
設
等
へ
の
テ
ロ
や
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
に
対
す
る
政
府
の
対
策
に
関
し
、
こ
れ
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
対
策
如

何
。
ま
た
、
テ
ロ
や
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
が
発
生
す
る
蓋
然
性
が
高
ま
っ
た
場
合
の
対
策
如
何
。

三

組
織
犯
罪
処
罰
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
と
原
子
力
発
電
施
設
等
へ
の
テ
ロ
攻
撃
の
関
係
如
何
。

四

実
際
に
原
子
力
発
電
施
設
等
へ
の
テ
ロ
攻
撃
又
は
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
が
行
わ
れ
た
場
合
の
、
防
衛
省
を
除
く
政
府
の
関
係
行

政
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
具
体
的
な
対
応
策
に
つ
い
て
、
教
示
さ
れ
た
い
。

五

原
子
力
発
電
施
設
等
を
国
内
に
設
置
し
、
こ
れ
を
稼
働
さ
せ
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
国
防
・
安
全
保
障
に
と
っ
て
、
大
い

な
る
脅
威
で
あ
る
と
考
え
る
か
。
政
府
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


